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料

報
告
1
一
漢
字
文
化
圏
に
お
け
る
固
有
法
と
近
代
法

ー
ー
ー
と
く
に
韓
国
と
日
本
と
の
比
較

l
lー

北法47(5・430)1634 

資

I 

本
報
告
の
問
題

私
は
、
本
研
究
会
の
第
一
報
告
で
韓
国
と
日
本
と
の
比
較
を
漢
字
文
化

圏
の
中
で
す
る
こ
と
に
し
(
千
葉
一
九
九
三
b
)
、
第
二
報
告
で
は
、
韓
国
・

日
本
・
中
国
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
法
原
理
を
そ
れ
ぞ
れ
ハ
ヌ
ニ
ム
性
正

統
主
義
・
ア
メ
ー
バ
性
情
況
主
義
・
天
道
性
多
元
主
義
と
対
照
さ
せ
た

(
千
葉
一
九
五
五
)
。
今
回
の
第
三
報
告
は
そ
の
結
論
に
あ
た
る
が
、
最

近
の
安
田
一
九
九
四
は
問
題
・
観
点
と
も
に
本
報
告
と
共
通
点
が
多
い
の

で
、
本
報
告
は
こ
れ
を
検
討
す
る
こ
と
か
ら
出
発
し
、
こ
れ
を
い
か
に
位

置
づ
け
受
け
継
ぎ
発
展
さ
せ
る
か
と
い
う
見
地
か
ら
議
論
を
進
め
る
こ
と

に
す
る
。

千

葉

正

士

安
田
の
趣
旨
は
、
「
台
湾
・
韓
国
・
中
国
・
日
本
を
か
東
ア
ジ
ア
法
園
。

諸
国
」
と
し
、
「
特
に
韓
国
と
台
湾
を
中
心
に
」
「
近
代
化
な
い
し
植
民
地

化
以
前
に
お
け
る

ρ

原
国
家
法
体
制
H

と
ρ

近
代
(
植
民
地
)
国
家
法
体

制
μ

に
分
け
て
概
観
し
」
、
戦
後
の
各
国
法
体
制
の
変
動
と
現
状
・
将
来

を
考
察
す
る
(
四

O
八
頁
)
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
を
一
つ
の
文
化
圏
と
す
る
理
由
は
、
一
、
各
国
が
「
固
有
の
シ
ス

テ
ム
と
異
質
性
」
の
上
に
「
儒
教
な
い
し
中
国
文
化
を
受
容
」
し
た
こ
と
、

二
、
近
代
化
の
過
程
で
は
ベ
ト
ナ
ム
を
含
め
ド
イ
ツ
法
と
フ
ラ
ン
ス
法
の

影
響
を
受
け
て
い
る
が
、
そ
れ
は
「
直
接
的
に
」
で
は
な
く
「
不
幸
な
こ

と
」
に
日
本
の
「
植
民
地
な
い
し
半
植
民
地
支
配
が
大
き
な
影
響
を
及
ぼ

し
」
た
こ
と
、
三
、
第
二
次
大
戦
後
は
、
中
国
と
ベ
ト
ナ
ム
の
ほ
か
は
「
ア
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メ
リ
カ
法
の
影
響
を
強
く
受
け
」
て
い
わ
ゆ
る
「
民
主
化
」
あ
る
い
は
現

代
化
を
進
展
さ
せ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
(
四

O
七
1
八
頁
)
。

朝
鮮
半
島
と
日
本
に
は
、
律
令
制
そ
の
他
の
中
国
法
が
移
植
さ
れ
た
が

「
必
ず
し
も
そ
の
完
全
な
コ
ピ
ー
で
は
な
く
へ
た
と
え
ば
家
族
制
度
に

お
け
る
よ
う
に
三
国
間
に
は
「
か
な
り
の
相
違
が
み
ら
れ
る
」
の
で
あ
る

が
、
い
ず
れ
も
「
民
衆
レ
ベ
ル
」
で
は
、
「
血
縁
・
地
縁
に
よ
っ
て
結
合
し
、

国
家
も
そ
の
自
治
を
許
容
せ
ざ
る
を
え
な
L

い
「
共
同
法
理
」
が
「
固
有

の
シ
ス
テ
ム
」
と
し
て
生
き
て
き
た
(
四

O
八
1

一
一
一
員
)
0

近
代
化
過
程
で
は
、
日
本
は
、
「
固
有
の
国
家
理
念
の

H

創
造
乙
に
よ

り
「
民
衆
レ
ベ
ル
の
共
同
体
を
国
家
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
動
員
」
し
、

「
外
圧
に
よ
り
強
制
さ
れ
た
プ
ロ
セ
ス
で
あ
っ
た
」
が
法
体
制
に
「
西
欧

州
点
資
本
主
義
シ
ス
テ
ム
を
接
木
」
し
て
「
帝
国
主
義
国
家
の
一
員
」
と
な

っ
た
。
台
湾
は
一
八
九
五
年
以
降
、
朝
鮮
は
一
九
一

O
年
以
降
、
い
ず
れ

も
そ
の
植
民
地
と
な
り
日
本
法
の
も
と
に
統
治
さ
れ
た
が
、
「
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
」
を
「
前
近
代
時
代
か
ら
育
ん
で
き
た
固
有
の
共
同
幻
想
を
維
持

し
か
っ
再
生
産
」
し
た
。
(
四
一
一

l
六
質
)

戦
後
、
日
本
法
は
ア
メ
リ
カ
法
の
強
い
影
響
の
も
と
に
「
民
主
化
」
と

「
行
政
指
導
」
の
体
制
を
固
め
、
韓
国
法
は
ア
メ
リ
カ
法
の
ほ
か
ド
イ
ツ
・

フ
ラ
ン
ス
・
日
本
の
諸
法
の
影
響
の
も
と
に
、
ま
た
台
湾
法
は
は
じ
め
日

本
法
と
ド
イ
ツ
法
に
よ
っ
た
三
民
主
義
の
中
華
民
国
法
に
そ
し
て
戦
後
は

ア
メ
リ
カ
法
に
な
ら
い
、
と
も
に
「
民
主
化
」
し
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
ど

の
国
も
、
「
ア
メ
リ
カ
型
の
法
化
社
会
に
ま
で
行
く
こ
と
は
な
く
」
そ
れ

と
共
同
法
理
型
社
会
と
の
「
二
つ
の
極
端
の
中
間
点
あ
た
り
に
進
み
つ
つ

あ
る
」
。
中
国
は
、
以
上
三
国
と
は
別
に
社
会
主
義
化
し
た
が
三
国
を
参

照
し
つ
つ
「
欧
米
型
の
個
人
主
義
モ
デ
ル
よ
り
は
集
団
志
向
型
」
の
「
民

主
化
」
に
な
ろ
う
。
(
四
一
六
1
一
一
二
頁
)

こ
の
見
解
は
、
関
係
四
国
に
は
、
儒
教
に
代
表
さ
れ
る
共
通
文
化
が
あ

り
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
な
お
固
有
の
文
化
が
根
強
く
い
わ
ゆ
る
近
代
化
が

モ
デ
ル
と
し
た
西
欧
法
と
は
異
な
っ
た
発
展
を
遂
げ
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
、

事
実
と
認
め
て
叙
述
す
る
も
の
で
あ
る
。
私
は
、
安
田
の
議
論
な
ら
ば
そ

の
持
論
の
理
論
枠
組
(
安
田
一
九
八
七
、
四
六
l
七
O
頁
)
を
分
析
道
具

と
す
る
理
論
化
を
期
待
す
る
の
で
、
そ
れ
に
至
っ
て
い
な
い
こ
と
に
若
干

の
物
足
り
な
さ
感
ず
る
が
、
本
論
文
は
む
し
ろ
そ
の
理
論
分
析
の
準
備
に

必
要
な
事
実
認
識
を
と
り
あ
え
ず
先
き
に
し
た
も
の
と
理
解
し
、
そ
の
事

実
認
識
は
問
題
考
察
の
出
発
点
を
明
示
す
る
も
の
と
一
評
価
し
た
い
。

し
か
し
地
方
、
数
々
の
問
題
点
や
疑
問
点
な
ら
び
に
理
論
化
の
諸
問
題

を
対
照
さ
せ
る
と
、
こ
れ
に
さ
ら
に
肉
付
け
す
べ
き
点
、
場
合
に
よ
っ
て

は
骨
組
み
に
も
一
部
改
造
が
望
ま
れ
る
点
も
あ
る
と
恩
わ
れ
る
。
そ
れ
は

安
田
自
身
も
学
問
の
発
展
の
た
め
に
希
望
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
ろ
う
と
解

し
て
私
な
り
に
以
下
に
こ
れ
を
試
み
た
い
。
勿
論
こ
れ
に
も
不
備
過
誤
が

北法47(5・431)1635 



料

あ
ろ
う
か
ら
、
安
田
本
人
は
も
と
よ
り
他
の
専
門
家
に
も
こ
れ
を
正
す
学

問
的
作
業
の
協
力
を
願
っ
て
や
ま
な
い
。

資

E 

考
察
対
象
と
し
て
の
文
化
圏
と
近
代
化

対
象
広
域
の
名
称
と
観
念

「
漢
字
文
化
圏
」
は
、
本
稿
が
対
象
と
す
る
広
域
圏
を
表
示
す
る
用
語

(
1
)
 

だ
が
、
ほ
か
に
も
類
語
が
少
な
く
な
い
。
そ
の
う
ち
最
も
広
く
用
い
ら
れ

る
「
儒
教
文
化
圏
」
は
、
圏
内
に
お
け
る
儒
教
の
決
定
的
と
も
一
吉
う
べ
き

意
義
を
認
め
あ
る
い
は
儒
教
自
体
の
広
い
影
響
力
を
考
察
す
る
た
め
に
は

適
切
な
名
称
で
、
そ
の
観
点
に
は
私
も
賛
成
で
あ
る
(
千
葉
一
九
九
三
b
、

九

O
三
頁
)
。
し
か
し
そ
う
表
現
す
る
と
、
一
方
で
は
中
国
の
文
化
に
お

(
2
)
 

け
る
他
の
諸
要
因
と
く
に
道
教
そ
の
他
の
民
俗
的
諸
原
理
を
、
他
方
で
は

他
の
諸
国
の
固
有
で
と
く
に
非
儒
教
的
な
諸
要
因
を
軽
視
す
る
と
い
う
偏

向
の
虞
れ
が
あ
る
。
ま
た
「
中
国
文
化
圏
]
も
時
に
用
い
ら
れ
「
中
国
法

閤
」
の
名
称
を
使
っ
て
い
た
学
者
も
い
た
が
、
こ
れ
ら
も
中
華
意
識
を
も

っ
て
中
国
以
外
の
他
国
は
も
と
よ
り
中
国
内
の
正
統
権
力
以
外
の
諸
民
族

(3) 

に
固
有
の
立
場
を
軽
視
す
る
虞
れ
が
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
文
化
的
偏
向
に
は
無
色
で
あ
る
は
ず
の
も
の
が
地
理
的
名

称
で
、
そ
の
代
表
は
「
東
ア
ジ
ア
文
化
圏
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
人
類
学
で

も
広
域
文
化
圏
の
分
類
に
使
用
さ
れ
る
も
の
で
、
そ
の
意
味
で
本
共
同
研

究
及
び
安
田
の
用
法
は
穏
当
で
あ
る
。
し
か
し
他
方
で
、
文
化
圏
の
範
囲

は
必
ず
し
も
地
理
的
範
囲
と
は
一
致
し
な
い
た
め
に
そ
の
間
の
矛
盾
が
必

ら
ず
ど
こ
か
に
現
わ
れ
る
。
現
に
、
安
田
の
議
論
で
は
、
地
理
的
に
は
東

ア
ジ
ア
の
中
に
あ
る
北
朝
鮮
(
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
)
に
直
接
の

(
4
)
 

言
及
が
な
く
、
対
照
的
に
地
理
的
に
は
東
南
ア
ジ
ア
に
属
す
る
ベ
ト
ナ
ム

が
含
ま
れ
て
い
る
。
本
共
同
研
究
は
、
今
井
弘
道
が
記
す
よ
う
に
「
東
ア

ジ
ア
諸
国
の
問
題
状
況
を
比
較
し
つ
つ
検
討
す
る
と
い
う
視
点
を
欠
落
さ

せ
て
い
た
」
と
い
う
「
反
省
に
立
脚
し
て
」
韓
国
と
日
本
を
比
較
す
る
(
日

韓
比
較
法
文
化
研
究
会
一
九
九
三
、
三
八
七
頁
)
の
だ
が
、
東
ア
ジ
ア
の

範
囲
に
つ
い
て
は
常
識
に
従
っ
た
ま
ま
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
に
「
極
東
」

の
名
称
も
、
比
較
法
学
が
「
極
東
法
圏
」
を
言
、
つ
よ
う
に
用
い
ら
れ
る
が
、

こ
れ
は
一
見
地
理
的
概
念
と
見
え
て
も
そ
の
視
点
は
世
界
の
中
心
を
自
認

(5) 

す
る
ヨ
!
ロ

y

パ
に
据
え
ら
れ
て
い
る
の
で
偏
向
を
免
れ
な
い
。

勿
論
、
以
上
お
よ
び
そ
の
他
ど
の
よ
う
な
名
称
も
、
偏
向
に
は
無
色
な

単
な
る
記
号
と
し
て
理
解
使
用
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
本
共
同
研
究

も
安
田
も
偏
向
を
避
け
る
意
図
を
も
っ
て
そ
の
用
語
を
使
用
し
て
い
る
に

違
い
な
い
け
れ
ど
も
、
あ
る
名
称
は
と
く
に
断
ら
な
い
か
ぎ
り
そ
れ
に
特

有
の
観
念
を
顕
在
的
・
潜
在
的
に
伴
な
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
読
者
の
方

が
そ
の
観
念
を
前
提
し
て
受
け
取
る
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
を
防
ぐ
た
め
に

北法47(5・432)1636
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は
初
め
か
ら
無
色
な
概
念
を
示
す
名
称
を
選
ぶ
方
が
安
全
で
あ
る
。
「
漢

字
文
化
圏
L

は
そ
れ
と
し
て
選
ば
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
名
称
は
人
類

学
上
の
言
語
圏
概
念
に
基
づ
く
が
、
言
語
の
要
因
の
中
か
ら
ま
ず
「
話
し

言
葉
」
を
除
き
つ
い
で
「
書
き
言
葉
」
の
う
ち
文
法
を
除
き
、
文
字
だ
け

を
顧
慮
す
る
と
い
う
二
重
の
抽
象
化
を
す
る
の
で
、
言
語
圏
そ
の
も
の
と

は
異
な
り
正
確
に
は
文
字
圏
と
一
言
う
べ
き
で
あ
る
。
中
国
・
朝
鮮
半
島
・

日
本
は
い
ず
れ
も
言
語
は
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
も
の
を
保
持
す
る
が
漢
字
を

共
通
に
使
用
し
て
き
た
事
実
を
思
え
ば
、
そ
の
意
義
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

漢
字
そ
の
も
の
の
性
質
と
本
圏
に
と
っ
て
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
ヴ
ア
ン

デ
ル
メ

l
ル
シ
ユ
の
文
化
論
に
詳
し
い
の
で
そ
の
参
照
を
願
っ
て
お
く

(
と
く
に
一
九
八
七
、
一
四
O
l
七
二
頁
)
。

そ
の
語
義
と
し
て
は
、
漢
字
を
早
い
時
期
か
ら
使
用
し
ま
た
は
か
つ
て

長
く
使
用
し
て
い
た
社
会
を
指
し
、
実
際
に
は
、
北
辺
お
よ
び
西
辺
の
諸

民
族
を
含
む
中
国
に
、
漢
字
を
国
字
と
ま
で
し
た
日
本
・
朝
鮮
半
島
・
台

湾
と
以
前
の
ベ
ト
ナ
ム
、
そ
れ
に
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
を
は
じ
め
東
南
ア
ジ
ア

諸
国
か
ら
世
界
に
ち
ら
ば
る
、
そ
れ
ら
諸
民
族
の
海
外
移
住
地
居
住
地
で

あ
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
本
来
固
有
の
国
語
・
国
字
を
持
っ
て
い
た
そ
れ

ら
諸
民
族
が
、
漢
字
を
最
初
は
「
踏
襲
」
(
漢
字
漢
文
を
そ
の
ま
ま
使
用
て

つ
い
で
「
借
用
」
(
漢
字
と
漢
詩
を
国
語
の
中
に
受
容
、
例
は
、
朝
鮮
語

と
日
本
語
の
漢
字
交
じ
り
文
と
訓
読
み
て
最
後
に
「
発
展
」
(
漢
字
を
基

に
固
有
の
文
字
を
創
造
、
例
は
、
朝
鮮
語
の
ハ
ン
グ
ル
、
日
本
語
の
仮
名
、

ベ
ト
ナ
ム
の
字
崎
)
と
い
う
よ
う
に
、
三
段
階
の
形
で
漢
字
を
吸
収
す
な

わ
ち
同
化
し
た
こ
と
で
あ
る
。
(
以
上
、
溝
口
他
一
九
九
二
、
二

O
l
一
頁
、

ヴ
ァ
ン
デ
ル
メ

l
ル
シ
ュ
一
九
八
七
、
一
八
二

l
八
頁
参
照
)
。
こ
の
事

実
は
、
関
係
諸
国
諸
民
族
の
中
国
文
化
に
対
す
る
対
応
の
一
典
型
過
程
と

し
て
、
法
の
場
合
と
比
較
し
て
考
察
さ
れ
て
よ
い
。

法
の
近
代
化

わ
れ
わ
れ
の
テ

1
マ
「
法
の
近
代
化
」
は
学
界
で
定
着
し
た
問
題
で
あ

っ
て
、
一
九
1

二
O
世
紀
の
交
に
お
け
る
伝
統
法
の
近
代
法
へ
の
対
応
を

問
題
と
す
る
。
私
の
扱
う
現
象
と
し
て
は
、
中
国
で
は
、
清
末
に
お
け
る

問
題
の
認
識
か
ら
始
ま
り
旧
中
華
民
国
に
お
け
る
三
民
主
義
立
法
そ
し
て

戦
後
の
社
会
主
義
立
法
へ
の
変
転
、
た
だ
し
台
湾
で
は
戦
後
に
そ
れ
か
ら

別
れ
た
新
三
民
主
義
の
法
体
制
(
張
一
九
九
三
、
緒
言
)
、
朝
鮮
半
島
で
は
、

李
氏
朝
鮮
末
期
に
お
け
る
問
題
認
識
が
日
本
統
治
に
よ
り
逼
塞
さ
せ
ら
れ

た
後
に
解
放
さ
れ
韓
国
が
独
立
し
て
整
備
し
た
立
法
、
そ
し
て
臼
本
で
は
、

明
治
維
新
後
の
一
挙
か
つ
組
織
的
な
立
法
と
戦
後
に
行
っ
た
大
改
定
、
が

実
際
の
歴
史
過
程
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
対
照
す
る
と
北
朝
鮮
と
ベ
ト
ナ
ム

は
、
そ
れ
ぞ
れ
資
料
が
不
足
な
上
に
今
な
お
変
動
中
と
い
う
事
情
も
あ
り
、

ま
た
と
も
に
現
在
は
漢
字
を
使
用
し
て
い
な
い
(
中
西
一
九
九
四
、
四
九
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料

ー
五

O
、
一
一
一
一
四
頁
。
韓
国
で
も
漢
字
使
用
が
漸
減
し
て
い
る
)
と
い
う

理
由
も
加
わ
り
、
現
在
の
と
こ
ろ
は
非
典
型
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ

の
意
味
で
は
、
典
型
四
箇
を
考
察
す
る
安
田
の
扱
い
方
に
は
賛
成
で
き
る
。

た
だ
し
他
方
で
、
非
典
型
二
国
に
お
け
る
事
情
と
理
由
を
確
か
め
る
こ
と

が
、
そ
の
二
国
の
理
解
の
た
め
に
も
漢
字
文
化
圏
の
意
義
確
定
の
た
め
に

も
不
可
欠
な
の
で
、
今
後
の
研
究
課
題
と
し
て
残
さ
れ
る
。

本
研
究
の
目
的
で
あ
る
韓
国
と
日
本
と
の
比
較
に
つ
い
て
は
、
そ
の
問

題
性
を
正
確
に
理
解
す
る
に
は
い
わ
ゆ
る
近
代
化
の
現
象
だ
け
を
観
察
分

析
す
る
の
で
は
不
十
分
と
思
っ
た
の
で
、
ま
ず
対
象
を
以
上
の
よ
う
に
両

国
を
囲
む
漢
字
文
化
圏
に
広
げ
た
が
、
さ
ら
に
こ
れ
を
歴
史
的
H
文
化
的

環
境
に
お
い
て
理
解
す
る
必
要
性
を
も
思
う
。
た
だ
し
文
化
的
環
境
と
し

て
は
、
す
べ
て
の
観
点
に
及
ぶ
こ
と
は
可
能
で
も
必
要
で
も
な
く
、
ま
た

両
国
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
法
制
度
・
法
思
想
の
近
代
化
過
程
は
他
の
共
同

研
究
者
か
ら
精
細
な
報
告
が
な
さ
れ
つ
つ
あ
る
の
で
、
私
の
場
合
は
、
他

の
要
点
、
す
な
わ
ち
関
係
諸
民
族
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
法
原
理
が
、
ま

ず
異
文
化
で
あ
る
西
洋
文
明
な
か
ん
ず
く
キ
リ
ス
ト
教
お
よ
び
科
学
と
暦

(
6
)
、

法
に
対
し
て
、
そ
し
て
そ
の
後
西
欧
近
代
法
に
対
し
て
ど
う
対
応
し
た
か

に
し
ぼ
り
た
い
。
歴
史
的
環
境
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
諸
国
の
西
洋
文
化
と

の
接
触
は
古
代
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
が
、
有
意
義
な
接
触
は
一
六
世
紀
こ

ろ
か
ら
、
本
格
的
対
決
は
一
九
世
紀
以
後
と
見
る
こ
と
が
適
当
と
、

資

理
解
す
る
。
よ
っ
て
こ
こ
で
は
、
法
近
代
化
の
問
題
を
、
一
六
世
紀
以
降

を
西
洋
文
明
と
の
「
接
触
期
」
と
、
一
九
世
紀
以
降
を
そ
の
「
対
決
期
」

と
か
り
に
名
づ
け
て
仮
説
を
試
み
た
い
。

こ
の
よ
う
に
扱
う
な
ら
ば
、
韓
国
と
日
本
の
両
国
に
お
い
て
法
近
代
化

の
動
向
を
促
進
な
い
し
規
定
し
た
い
わ
ば
外
部
環
境
が
明
ら
か
に
な
り
、

ま
た
、
安
田
が
法
体
制
を
「
原
国
家
」
と
「
近
代
(
植
民
地
)
国
家
」
の

両
極
に
わ
け
た
こ
と
は
妥
当
だ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
中
間
な
い
し
移
行

期
が
無
視
さ
れ
近
代
が
突
然
に
出
て
く
る
と
い
う
説
明
不
足
を
補
う
こ
と

に
な
る
、
と
も
思
う
。
私
の
論
述
に
は
勿
論
不
十
分
な
点
も
あ
る
は
ず
で

あ
る
の
で
、
そ
の
検
討
修
正
を
願
う
次
第
で
あ
る
。
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町出

漢
字
文
化
圏
に
お
け
る
法
近
代
化
の
環
境

私
は

接
触
期
以
前

古
代
史
に
お
い
て
は
、
日
本
は
、
経
済
・
文
化
e

政
治
の
す
べ
て
の
面

で
朝
鮮
半
島
か
ら
の
渡
来
人
が
伝
来
し
た
諸
要
因
に
よ
っ
て
民
族
と
し
て

発
展
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
言
っ
て
よ
い
(
李
一
九
九
五
参
照
)
。
そ
の

朝
鮮
は
中
国
か
ら
の
伝
来
あ
る
い
は
刺
激
に
よ
り
民
族
と
し
て
成
長
し
た
。

両
国
文
化
の
源
で
あ
る
中
国
は
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
を
超
え
て
イ
ン
ド
よ
り
、
ま

た
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
通
っ
て
西
洋
か
ら
異
文
化
の
文
物
を
受
け
入
れ
た
事



東アジア文化と近代法 (5) 

実
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
か
ら
決
定
的
な
影
響
を
受
け
る
こ
と
は
な
く
固

有
の
文
化
を
不
動
に
発
展
さ
せ
「
中
華
」
の
原
理
を
確
立
さ
せ
て
い
た
。

そ
の
間
に
各
民
族
と
も
固
有
法
の
発
達
と
公
式
法
の
形
成
が
あ
っ
た
は

ず
だ
か
、
韓
国
と
日
本
で
は
実
状
が
明
ら
か
で
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
中

国
で
は
公
式
法
の
発
達
が
顕
著
で
、
と
く
に
奏
以
来
は
大
帝
国
を
統
治
す

る
た
め
の
普
遍
法
を
制
定
す
る
志
向
が
強
ま
り
、
二
世
紀
に
漢
の
武
帝
が

厳
罰
主
義
法
理
論
の
法
家
に
替
わ
り
道
義
を
本
位
と
す
る
儒
教
を
国
教
と

し
て
以
後
、
律
令
制
が
文
字
ど
う
り
普
遍
法
と
し
て
実
現
さ
れ
た
(
宮
崎

一
九
八
五
、
五
六
五
頁
)
。
そ
れ
が
必
然
的
に
朝
鮮
や
が
て
日
本
に
も
伝

来
し
、
と
も
に
国
家
形
成
の
骨
格
と
し
て
公
式
に
移
植
さ
れ
た
。
た
だ
し

日
本
は
、
や
が
て
中
国
と
の
直
接
交
流
を
も
は
か
る
よ
う
に
な
り
七
世
紀

早
々
に
は
聖
徳
太
子
の
遣
陪
使
に
つ
い
で
遣
唐
使
を
送
っ
た
が
、
以
後
政

権
に
よ
る
中
国
文
物
の
直
接
導
入
が
増
し
、
律
令
制
の
移
植
は
そ
の
典
型

で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
中
国
法
の
両
国
に
対
す
る
影
響
は
大
で
あ

っ
た
。し
か
し
こ
れ
に
対
す
る
対
応
に
は
、
両
民
族
に
違
い
が
あ
っ
た
。
中
国

の
律
令
制
は
、
最
初
仏
教
が
伝
わ
っ
て
や
が
て
支
配
的
宗
教
と
な
っ
た
朝

鮮
に
四
世
紀
に
知
ら
れ
た
と
言
わ
れ
る
が
、
高
麗
で
は
、
律
令
に
独
自
の

編
纂
が
な
か
っ
た
だ
け
で
な
く
基
本
法
で
な
く
付
属
法
で
終
わ
り
、
格
式

も
七
世
紀
後
期
に
は
制
定
さ
れ
た
が
そ
の
中
に
は
固
有
法
も
広
く
採
用
さ

れ
、
の
ち
に
儒
教
を
回
数
と
し
た
李
氏
朝
鮮
で
は
、
当
初
は
明
律
が
採
用

さ
れ
た
が
一
五
世
紀
以
降
は
固
有
の
法
典
に
と
っ
て
替
わ
ら
れ
た
と
い
う

(
井
上
一
九
八
五
、
五
六
六
頁
)
。
遅
れ
て
律
令
制
を
知
っ
た
日
本
は
、

大
宝
律
令
(
七

O
一
年
)
に
代
表
さ
れ
る
そ
の
組
織
的
継
受
を
行
っ
て
天

(7) 

皇
制
集
権
国
家
の
基
本
法
と
し
た
が
、
や
が
て
そ
の
固
有
化
が
進
み
一

O

世
紀
こ
ろ
に
は
、
朝
廷
と
武
家
支
配
者
と
双
方
の
公
式
法
も
民
間
の
非
公

式
法
も
多
元
的
な
固
有
法
体
制
に
と
っ
て
替
わ
ら
れ
た
。

両
国
の
こ
の
経
維
を
対
照
す
る
と
、
朝
鮮
で
は
律
令
制
の
移
植
も
固
有

法
の
取
り
扱
い
も
原
則
が
不
確
定
な
ま
ま
に
時
々
の
諸
正
統
政
権
の
態
度

に
よ
っ
て
揺
れ
動
い
た
の
に
対
し
て
、
日
本
で
は
公
式
法
と
し
て
律
令
制

を
と
り
あ
え
ず
は
組
織
的
に
継
受
し
た
が
や
が
て
公
式
・
非
公
式
の
固
有

法
に
よ
っ
て
こ
れ
を
換
骨
奪
胎
し
た
と
、
比
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
以
後
は
、
中
国
を
加
え
た
三
民
族
と
も
法
を
固
有
な
法
前
提
に
従

っ
て
展
開
さ
せ
た
。
そ
の
聞
に
、
中
国
に
キ
リ
ス
ト
教
が
伝
わ
り
、
そ
れ

を
へ
て
朝
鮮
に
も
唐
代
に
は
ネ
ス
ト
リ
ウ
ス
派
が
ま
た
元
代
に
は
カ
ト
リ

シ
ズ
ム
が
知
ら
れ
た
と
い
う
が

R
F
2
5
2白
-
N
C
)

、
同
時
に
伝
播
し

た
西
洋
文
明
と
と
も
に
む
し
ろ
終
始
弾
圧
に
遭
い
、
そ
れ
ら
が
以
後
両
国

文
化
の
発
達
に
有
意
義
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対

し
て
日
本
は
、
西
洋
文
明
も
キ
リ
ス
ト
教
も
伝
播
が
遅
れ
て
い
た
。

以
上
の
過
程
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
法
原
理
の
現

北法47(5・435)1639



象
形
態
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
中
国
で
儒
教
教
理
が
中
華
意
識
を
確
立

さ
せ
大
帝
国
内
お
よ
び
周
辺
の
諸
民
族
の
多
元
的
共
存
を
認
め
た
の
は
、

天
道
性
多
元
主
義
に
よ
る
。
朝
鮮
で
国
家
宗
教
も
交
替
し
移
植
法
と
国
有

法
の
組
み
合
わ
せ
も
定
ま
ら
な
か
っ
た
の
は
正
統
を
争
う
ハ
ヌ
ニ
ム
性
正

統
主
義
の
現
象
で
あ
り
、
日
本
の
律
令
制
移
植
と
固
有
法
発
展
は
情
況
に

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

敏
感
に
対
応
す
る
ア
メ
ー
バ
性
情
況
主
義
の
発
露
で
あ
る
。

料資

西
欧
文
明
へ
の
三
国
の
対
応
を
比
較
す
る
略
年
表

接
触
期

生
f

仲代

一六品川日幻札

一七砂川ド幻化

八
世
紀

一九品巴幻札

ニO
世
紀

支王

ポ
ル

ガ中

人
渡国
来

ノl

J
会
の
呂
田
両
日
巳
広
東
着

Cコ

玄
河
北
京
に
入
る
、

来西
洋
暦
の
刺
激
で
時
憲
暦
成
る

D
と
F
両
会
と
儒
学
と
の
典
礼
論
争

天
主
教
を
禁
止
、
以
後
西
学
も
逼
塞

以
後
西
学
も
伝

四五O四一一一一一四O
j

ニ
阿
片
戦
争
↓
南
京
条
約

実

ア

ロ

1
号
事
件
↓
北
京
条
約

五
人
ロ
シ
ア
と
愛
琢
条
約

宍
一
総
理
衛
門
で
洋
務
を
扱
う

九
E

O

一
一一一一一

対
日
本
敗
戦

義
和
国
事
件
で
辛
丑
条
約

清
朝
滅
亡
、
中
華
民
国

時
憲
暦
を
太
陽
暦
に
改
め
る

(一四一三

朝

鮮

第
一
回
日
本
通
信
使
派
遣
)

九
二
九
穴。一一一

壬
辰
倭
乱
(
文
禄
の
役
)

丁
酉
倭
乱
(
慶
長
の
役
)

北
京
よ
り
玄
・
河
の
著
書
伝
来
、
以
後

西
学
・
洋
暦
も
伝
来

蘭
船
済
州
島
に
漂
着
、
無
影
響

洗
礼
一
号
北
京
よ
り
帰
国

殉
教
一
号
。
会
教
会
設
立

典
礼
問
題
で
天
主
教
弾
圧
、
以
後
一
向
班

層
は
西
学
も
排
斥

辛
酉
教
難
、
以
後
天
主
教
の
弾
圧
続
く

第
二

O
回
日
本
通
信
使
(
最
後
)

フ
ラ
ン
ス
に
よ
る
丙
寅
洋
擾

朝
米
修
好
通
商
条
約

新
学
制

朝
仏
条
約
で
教
化
活
動
容
認

大
韓
帝
国
憲
法

日
韓
保
護
条
約

日
本
に
併
合
、
同
時
に
太
陽
暦
採
用

ブLノ¥ノ、 ヨ豆
一五四三

ー-0 ブLノ、、ノ¥ノ、プてーーに〉
ζ〉支王 ブL プて豆王ご三プてーー一千
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日

本

四
三
鉄
砲
伝
来
、
忽
ち
普
及

四九

J
会
の
明
，

rz耳
上
陸

会一
1

九O

ロ
l
マ
へ
天
正
遣
欧
使
節

八
七
豊
臣
秀
吉
、
天
主
教
を
追
放

三
1
5

ロ
l
マ
に
支
倉
常
長
派
遣

=
一
回
徳
川
幕
府
、
天
主
教
を
禁
止

一
二
九
鎖
国
(
蘭
の
み
貿
易
許
可
)

吉
宗
教
以
外
の
洋
書
を
解
禁
、
以
後
圏
内

で
最
も
開
放
的
(
民
間
に
太
陽
暦
伝
わ

る
)
寛
政
暦
(
天
文
学
参
照
)
施
行

幕
府
、
蕃
書
和
解
御
用
を
置
く
(
豆
六

蕃
書
調
所
、
六
九
東
京
大
学
と
発
展
)

F
Z可
と
日
米
和
親
条
約

E5ω
と
日
米
修
好
通
商
条
約

明
治
維
新
(
信
教
自
由
)

新
学
制
、
新
暦
制
(
太
陽
暦
)

大
日
本
帝
国
憲
法

九八一一
ノ、士二プて主主主五
九二八八四
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ま
ず
基
礎
資
料
と
し
て
関
係
重
要
事
項
を
対
比
し
た
の
が
別
表
で
あ
る

(
資
料
は
、
美
一
九
九
四
、
貝
塚
一
九
七

O
、
の

Z
回
忌
芝
山
、
三
宅
一

九
九
三
、
内
田
一
九
八
六
、
千
葉
一
九
九
=
王
、
そ
の
他
)
。
一
九
、
二

O
世
紀
は
次
期
に
属
す
る
が
便
宜
上
こ
こ
に
一
括
し
た
。
こ
の
表
か
ら
、

中
国
と
朝
鮮
と
は
似
る
と
こ
ろ
が
多
い
が
日
本
は
そ
れ
ら
と
異
な
る
こ
と

が
、
以
下
の
と
う
り
明
瞭
に
な
る
。

三
国
と
も
、
西
洋
文
明
の
尖
兵
と
し
て
積
極
的
に
ア
ジ
ア
伝
導
を
図
っ

た
キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
て
は
、
強
く
反
発
し
て
む
し
ろ
弾
圧
を
加
え
、
一

七
|
一
八
世
紀
の
問
に
つ
い
に
逼
塞
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
経
過
に

は
相
違
が
あ
る
。
政
権
の
キ
リ
ス
ト
教
禁
止
は
、
中
国
で
は
時
期
が
最
も

遅
く
か
っ
劇
的
な
事
件
が
歴
史
に
残
っ
て
い
な
い
(
た
だ
し
こ
の
点
は
再

調
査
が
必
要
)
の
に
対
し
て
、
朝
鮮
と
日
本
と
で
は
と
も
に
劇
的
な
事
件

を
生
ん
だ
が
、
両
国
の
状
況
は
異
な
る
。
日
本
で
は
、
当
初
は
一
部
に
む

し
ろ
肯
定
的
な
対
応
が
あ
り
、
改
宗
し
た
九
州
の
大
村
・
大
友
・
有
馬
の

三
大
名
が
四
少
年
を
天
正
使
節
と
し
て
ロ

1
マ
に
、
ま
た
東
北
の
伊
達
政

宗
は
支
倉
常
長
を
ス
ペ
イ
ン
と
ロ

i
マ
に
派
遣
し
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
し
、

徳
川
幕
府
に
よ
る
禁
止
の
主
要
な
理
由
は
同
教
が
政
権
の
政
治
的
統
一
を

妨
害
す
る
と
い
う
む
し
ろ
実
際
的
目
的
に
出
て
お
り
、
し
か
も
公
式
の
禁

令
は
き
び
し
く
て
一
度
で
徹
底
し
た
観
が
あ
る
。
対
し
て
朝
鮮
で
は
弾
圧

に
終
始
し
、
統
一
政
権
は
も
と
よ
り
下
位
権
力
者
も
同
教
を
肯
定
し
た
形

跡
が
な
く
、
禁
止
の
大
義
名
分
は
儒
教
倫
理
に
よ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
で

あ
り
、
禁
令
と
教
徒
殺
害
事
件
が
何
回
も
く
り
か
え
さ
れ
て
い
る
。

西
洋
の
科
学
(
西
学
ま
た
は
洋
学
)
も
、
大
勢
と
し
て
は
キ
リ
ス
ト
教

と
運
命
を
共
に
し
た
が
、
こ
の
点
で
も
日
本
に
は
特
異
な
点
が
見
え
る
。

中
国
は
清
の
康
照
帝
二
六
六
一
ー
ー
一
七
一
一
一
一
)
が
洋
学
を
洋
教
と
と
も

に
保
護
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
そ
の
死
後
は
儒
教
に
よ
り
鼓
吹
さ
れ
る

「
中
華
意
識
」
が
外
来
思
想
を
異
端
視
し
東
西
交
流
は
途
絶
え
た
(
貝
塚

一
九
七

O
、
八
八
、
七
二
頁
)
。
朝
鮮
も
、
同
様
に
儒
家
が
西
欧
法
の
技

術
性
を
批
判
す
る
お
F
o
-
-

。2
u
一
2)
な
ど
で
、
一
六

O
三
年
以
後

一
八
八

0
年
代
に
至
る
ま
で
西
教
・
西
学
と
も
皆
無
だ
っ
た
と
韓
国
学
者

が
嘆
く
(
美
一
九
九
四
、
二
六
七
頁
)
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
日
本
の
み
、
キ

リ
ス
ト
教
の
侵
入
を
警
戒
し
つ
つ
も
オ
ラ
ン
ダ
を
通
ず
る
貿
易
に
よ
り
幕

府
も
民
間
の
学
者
も
洋
学
を
学
び
、
幕
府
も
一
七
二

O
年
に
は
宗
教
以
外

の
洋
書
を
解
禁
し
た
。
か
く
て
そ
の
こ
ろ
以
後
は
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る

西
洋
科
学
移
植
の
最
先
端
国
が
中
国
か
ら
日
本
に
交
替
し
た
と
さ
え
一
言
わ

れ
る
(
と
く
に
美
一
九
九
四
、
終
章
が
強
調
)
。

西
洋
暦
す
な
わ
ち
本
来
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
暦
で
あ
っ
た
太
陽
暦
の
グ

レ
ゴ
リ
オ
暦
は
、
中
国
と
朝
鮮
に
は
一
七
世
紀
初
頭
に
伝
わ
り
中
国
で
は

ま
も
な
く
当
時
の
太
陰
暦
の
修
正
に
参
照
さ
れ
た
(
時
憲
暦
)
0

こ
れ
は
、

暦
制
の
管
理
が
天
子
を
象
徴
す
る
任
務
で
あ
っ
た
の
で
そ
の
使
命
観
に
よ

北法47(5・437)1641



料

り
当
時
の
暦
制
に
生
じ
た
矛
盾
に
対
処
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
太
陽
暦
は

朝
鮮
に
は
中
国
か
ら
時
を
お
か
ず
に
伝
来
し
た
が
無
視
さ
れ
た
の
に
対
し

資

オ
ラ
ン
ダ
書
だ
け
に
頼
っ
て
い
た
日
本
に
は
遅
れ
て
一
八
世
紀
に
伝
っ
た

が
、
朝
野
の
専
門
学
者
の
学
習
も
公
式
採
用
も
他
の
二
国
よ
り
早
か
っ
た
。

以
上
の
過
程
に
、
各
国
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
法
原
理
が
働
い
て
い
た

と
解
せ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
中
国
で
は
、
外
か
ら
迫
り
く
る
異
質
な
文

明
を
自
覚
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
内
の
文
化
を
守
る
た
め
に
、
本
来
は
潜
在
的

な
天
道
原
理
が
中
華
意
識
と
し
て
顕
在
化
し
そ
の
獲
持
が
至
上
命
題
と
な

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

っ
た
。
朝
鮮
で
は
、
西
洋
文
明
へ
の
理
解
と
対
処
に
は
そ
の
中
国
を
範
と

し
な
が
ら
内
部
で
は
正
統
性
を
争
っ
て
い
て
自
主
的
な
対
策
を
統
一
し
て

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

樹
て
る
に
至
ら
な
い
で
し
ま
っ
た
。
日
本
で
も
、
当
初
は
も
と
よ
り
全
体

的
に
も
キ
リ
ス
ト
教
を
禁
圧
し
た
も
の
の
そ
の
か
げ
で
は
洋
学
を
む
し
ろ

積
極
的
に
取
り
入
れ
る
方
針
に
転
じ
、
原
則
を
使
い
分
け
て
情
況
に
対
応

、、
し
た
。

対
決
期

一
九
世
紀
か
ら
二

O
世
紀
に
ま
た
が
っ
て
、
三
国
と
も
先
進
資
本
主
義

諸
国
の
植
民
地
主
義
的
侵
攻
に
直
面
し
た
が
、
そ
れ
へ
の
対
応
に
は
違
い

が
あ
っ
た
。
中
国
は
、
中
華
主
義
を
護
ろ
う
と
悪
戦
苦
闘
し
た
が
結
局
失

敗
し
た
形
で
半
植
民
地
化
と
言
わ
れ
る
状
態
に
陥
っ
た
。
朝
鮮
は
、
儒
教

主
義
を
柱
に
し
て
中
国
あ
る
い
は
欧
米
先
進
国
の
強
固
と
提
携
し
て
独
立

を
維
持
し
よ
う
と
し
た
が
、
真
の
盟
友
を
得
ら
れ
ず
結
局
は
日
本
に
併
合

さ
せ
ら
れ
た
。
日
本
は
、
朝
野
と
も
早
く
か
ら
一
部
の
識
者
は
洋
学
の
摂

取
に
大
き
な
関
心
を
持
ち
、
外
交
の
面
で
は
不
平
等
な
が
ら
い
ち
早
く
ア

メ
リ
カ
と
開
国
条
約
を
結
び
、
一
八
六
八
年
の
明
治
維
新
直
後
に
は
、
キ

リ
ス
ト
教
を
含
め
て
信
教
を
自
由
と
し
、
太
陽
暦
を
採
用
、
新
学
制
を
実

施
し
て
実
学
教
育
と
西
洋
科
学
の
吸
収
と
に
着
手
し
た
。
た
だ
し
同
時
に

他
方
で
は
、
西
洋
先
進
国
の
植
民
地
主
義
を
無
批
判
の
ま
ま
図
家
の
あ
り

方
の
モ
デ
ル
と
信
じ
こ
み
、
こ
れ
を
実
行
し
て
中
国
と
朝
鮮
に
干
渉
す
る

に
至
っ
た
。

北法47(5・438)1642

コ
一
国
と
も
二

O
世
紀
に
入
る
前
後
か
ら
法
の
近
代
化
す
な
わ
ち
西
欧
近

代
法
の
公
式
法
に
お
け
る
移
植
を
具
体
的
に
展
開
し
た
が
、
モ
デ
ル
は
そ

れ
ぞ
れ
に
異
な
っ
た
。
日
本
は
、
維
新
後
た
だ
ち
に
立
法
に
着
手
し
、
モ

デ
ル
と
し
て
は
当
初
の
イ
ギ
リ
ス
思
想
と
フ
ラ
ン
ス
法
制
を
や
が
て
ド
イ

ツ
の
国
憲
制
度
に
き
り
か
え
、
一
八
八
九
年
の
憲
法
を
は
じ
め
主
要
な
六

法
を
以
後
ほ
ぽ
一

0
年
間
に
完
成
し
た
。
中
国
で
は
、
二

O
世
紀
直
前
の

清
末
に
康
有
為
に
よ
る
変
法
運
動
で
立
憲
君
主
制
が
叫
ば
れ
て
以
来
、
こ

れ
を
継
い
だ
中
華
民
国
が
広
汎
な
立
法
を
準
備
し
、
そ
の
完
成
実
施
は
結

局
戦
後
の
台
湾
政
府
に
よ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
モ
デ
ル
と
す
る
西
洋
法

を
日
本
の
先
例
と
と
も
に
移
植
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
(
ジ
ュ
リ



東アジア文化と近代法 (5)

ス
ト
一
九
九
二
の
台
湾
諸
学
者
の
論
稿
を
見
よ
)
。
朝
鮮
も
、
最
初
は
中

国
か
ら
西
欧
の
法
律
書
を
輸
入
し
た
が
、
一
八
八

0
年
代
か
ら
は
日
本
を

通
し
て
学
ぶ
こ
と
が
多
く
な
り
そ
の
影
響
で
ド
イ
ツ
法
と
ド
イ
ツ
法
学
が

主
と
し
て
移
植
さ
れ
、
そ
の
傾
向
は
現
在
で
も
大
き
く
は
変
わ
っ
て
い
な

い

お
F
S
H
m巡
回

白

日

E
に
よ
る
)
。
だ
が
そ
の
後
日
本
に
併
合
さ
れ
日

本
法
の
強
圧
下
に
自
主
的
な
立
法
の
方
途
が
断
た
れ
た
(
日
本
統
治
の
事

情
は
鈴
木
一
九
人
九
が
詳
し
い
)
。

第
二
次
大
戦
後
の
事
態
と
く
に
公
式
法
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
詳
し
く
言

う
必
要
は
な
い
が
、
対
照
し
て
確
認
だ
け
し
て
お
く
、
中
国
法
は
ソ
連
モ

デ
ル
だ
っ
た
の
が
や
が
て
独
自
の
社
会
主
義
法
に
変
わ
っ
た
が
、
台
湾
法

は
ア
メ
リ
カ
を
モ
デ
ル
と
す
る
資
本
主
義
法
を
選
ん
だ
。
朝
鮮
法
は
、

「
ド
イ
ツ
法
理
論
の
骨
に
ア
メ
リ
カ
法
制
度
の
肉
付
け
」
を
し
た
韓
国
法

(
2
0
-
5
2田
-Z)
と
、
や
は
り
独
自
の
社
会
主
義
法
を
護
る
北
朝
鮮

法
(
若
林
一
九
九
二
、
大
内
一
九
九
五
参
照
)
と
に
分
裂
し
た
。
そ
し
て

日
本
法
は
天
皇
国
家
の
明
治
憲
法
体
制
か
ら
ア
メ
リ
カ
モ
デ
ル
の
民
主
主

義
的
法
体
制
に
移
行
し
た
。

非
公
式
法
は
、
正
統
法
学
の
無
視
す
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
が
実
は
ど
の
固

に
も
厳
と
し
て
生
き
て
い
た
。
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
も

公
式
法
に
採
用
さ
れ
た
も
の
も
あ
り
、
非
公
式
法
お
よ
ぴ
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
法
原
理
と
し
て
は
国
民
生
活
の
中
で
確
実
に
機
能
し
て
い
た
。
中
国

は
、
非
公
式
法
に
お
け
る
法
前
提
の
基
本
と
日
常
の
法
規
則
を
伝
統
的
に

維
持
し
た
ま
ま
、
公
式
法
と
し
て
は
社
会
主
義
法
を
採
用
し
た
(
こ
の

と
を
証
す
る
論
稿
は
多
い
が
季
一
九
九
四
も
一
例
)
が
、
こ
れ
は
易
姓
草

命
を
も
要
求
す
る
天
道
性
多
元
主
義
の
発
露
に
ほ
か
な
ら
ず
、
し
か
し
ソ

連
と
は
異
な
る
独
自
の
社
会
主
義
法
を
創
出
し
一
部
で
資
本
主
義
的
経
済

政
策
を
も
利
用
し
た
の
も
、
や
は
り
そ
の
所
産
で
あ
る
。
現
在
の
現
象
と

し
て
は
そ
れ
と
対
立
し
て
台
湾
に
資
本
主
義
法
体
制
を
残
さ
せ
て
い
る
の

も
、
ま
た
そ
の
多
元
主
義
に
よ
る
。
朝
鮮
の
ハ
ヌ
ニ
ム
性
正
統
主
義
は
、

「
固
有
の
法
文
化
」
(
穴

5

5∞
"
に
匂
)
と
か
「
法
の
自
己
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
」
(
わ

F
2
5
E白
eE)
と
か
を
予
感
さ
せ
な
が
ら
非
公
式
法

の
法
規
則
お
よ
び
法
前
提
と
し
て
は
明
確
に
自
覚
さ
れ
ぬ
ま
ま
に
、
韓
国

で
は
移
植
西
欧
法
に
対
す
る
「
法
不
信
」
(
梁
一
九
九
五
、
と
く
に
一
五

七
l
九
頁
参
照
)
を
支
持
す
る
根
拠
と
な
っ
た
。
と
同
時
に
、
北
朝
鮮
に

は
そ
れ
と
正
統
を
争
う
社
会
主
義
の
国
家
と
法
を
生
み
出
し
た
。
日
本
の

ア
メ
ー
バ
性
情
況
主
義
は
、
変
り
身
早
く
情
況
に
応
ず
る
の
は
長
所
で
、

対
決
期
お
よ
び
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
対
応
に
は
成
功
し
た
が
、
明
治
法
幻内50

伶
朴
ん
い
い
ハ
」
小
山
町
岳
酌
舟
世
骨
ん
か
は
rRr世
L
i
r
u
{
r
b
b
t配
給
い
た
平
佐
川
山

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

nδ

戦
争
を
起
こ
し
て
失
敗
し
、
根
本
の
原
理
に
無
自
覚
な
短
所
を
露
呈
し
た
。
日弓tAq
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料

び

町

企土
砂口

資

一
漢
字
文
化
圏
の
環
境

最
後
に
、
結
論
を
総
括
す
る
前
に
、
所
論
の
正
確
を
期
し
て
接
触
期
と

対
決
期
を
通
ず
る
漢
字
文
化
圏
の
環
境
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

第
一
の
環
境
は
い
わ
ば
内
部
環
境
で
、
上
の
論
述
で
は
傍
論
に
し
か
扱

わ
な
か
っ
た
台
湾
と
北
朝
鮮
お
よ
び
ベ
ト
ナ
ム
の
位
置
付
け
に
か
か
わ
る
。

台
湾
で
は
、
公
式
法
が
、
民
主
・
自
由
・
均
富
の
新
三
民
主
義
を
原
理
と

す
る
が
、
共
産
主
義
防
衛
の
た
め
に
「
磁
乱
」
期
の
臨
時
諸
立
法
が
憲
法

に
優
位
し
(
張
一
九
九
三
)
、
し
か
も
法
前
提
と
し
て
は
儒
教
的
な
伝
統

法
思
想
が
働
き
(
劉
一
九
八
九
、
六
九
、
七
八
頁
て
そ
の
上
現
地
住
民

の
非
公
式
固
有
法
も
残
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
(
こ
の
点
は
増
田
一
九
六

四
参
照
)
。
北
朝
鮮
で
は
、
「
儒
教
的
伝
統
」
の
残
浮
が
根
を
お
ろ
し
て
い

た
は
ず
で
あ
る
の
に
知
ら
れ
る
情
報
で
は
ま
っ
た
く
言
及
さ
れ
る
こ
と
な

く
、
公
式
法
は
政
治
の
強
い
規
制
下
に
あ
っ
て
公
表
さ
え
不
充
分
で
実
体

が
不
詳
で
あ
る
(
大
内
一
九
八
九
、
四
七
頁
)
。
ベ
ト
ナ
ム
で
は
、
長
く

中
国
法
を
適
用
な
い
し
移
植
し
て
い
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
植
民
地
支
配
(
一

人
六
二
|
一
九
四
五
)
に
よ
っ
て
公
式
「
法
へ
の
不
信
」
が
醸
成
さ
れ
て

お
り
、
独
立
後
は
苦
し
い
闘
争
を
へ
て
社
会
主
義
化
し
独
自
の
法
体
制
を

創
造
し
つ
つ
あ
る
が
、
な
お
儒
教
的
伝
統
を
も
残
し
て
い
る
(
鮎
京
一
九

八
九
、
八
五
l
六
頁
)
上
に
、
か
つ
て
の
中
国
法
移
植
も
「
「
主
体
的
な

自
己
発
展
過
程
」
に
お
け
る
も
の
だ
っ
た
と
い
う
(
片
倉
一
九
八
七
、
五

一
九
頁
)
。
い
ず
れ
も
、
事
態
が
複
雑
で
あ
る
の
に
得
ら
れ
る
資
料
は
不

足
し
て
お
り
、
そ
の
上
に
現
状
は
流
動
的
で
安
定
し
て
い
る
と
も
一
言
え
な

い
か
ら
、
将
来
を
見
通
す
判
断
は
困
難
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
漢
字
文
化
圏
内
の
法
体
制
と
し
て
今
根
拠
を
も
っ
て
語

る
こ
と
の
で
き
る
の
は
中
国
・
韓
国
・
日
本
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て

私
の
言
い
た
い
こ
と
は
上
述
で
ほ
ぼ
尽
く
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
い

わ
ば
外
部
環
境
に
も
第
二
に
注
目
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な

わ
ち
三
国
の
以
上
の
経
過
は
環
境
に
対
す
る
そ
れ
ぞ
れ
な
り
の
自
主
的
な

対
応
で
あ
っ
た
が
、
各
国
の
そ
も
そ
も
の
発
想
は
外
部
か
ら
の
国
際
的
圧

力
に
よ
り
強
い
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
直
接
的
な
圧
力
は
さ
ら

に
こ
れ
を
囲
む
諸
国
際
関
係
の
間
接
的
な
影
響
に
よ
っ
て
い
た
の
で
、
早

く
言
え
ば
、
コ
一
国
そ
れ
ぞ
れ
の
対
応
は
、
先
進
諸
国
が
演
ず
る
当
時
の
世

界
戦
略
に
ふ
り
廻
さ
れ
て
い
た
商
が
あ
っ
た
。
疑
い
な
い
の
は
、
世
界
に

お
い
て
は
最
先
進
の
植
民
国
イ
ギ
リ
ス
に
対
し
て
後
進
の
ロ
シ
ア
・
フ
ラ

ン
ス
・
ド
イ
ツ
と
が
対
立
し
て
争
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
ア
ジ
ア
で
は

こ
の
対
抗
関
係
に
ア
メ
リ
カ
が
加
わ
り
、
一
方
で
は
、
こ
れ
ら
列
強
が
共

通
の
利
益
と
し
て
こ
の
ア
ジ
ア
三
国
に
対
す
る
関
心
を
深
め
政
治
的
・
軍

事
的
干
渉
に
歩
調
を
あ
わ
せ
た
が
、
他
方
で
は
、
相
互
間
直
接
の
対
抗
関
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係
に
お
い
て
自
己
を
防
衛
す
る
必
要
か
ら
武
力
侵
攻
を
徹
底
す
る
ま
で
に

至
ら
な
か
っ
た
。
中
で
も
イ
ギ
リ
ス
は
自
己
の
立
場
を
強
化
す
る
た
め
に

日
本
と
同
盟
し
て
日
本
の
大
陸
進
出
を
認
め
て
い
た
(
朝
鮮
を
中
心
と
す

る
国
際
情
勢
に
つ
い
て
は
旗
田
一
九
五
て
一
七
一
|
九
三
頁
を
参
照
)
。

戦
後
で
も
、
朝
鮮
半
島
の
分
断
は
冷
戦
構
造
の
直
接
の
産
物
で
あ
り
、
台

湾
の
中
国
か
ら
の
分
離
も
ア
メ
リ
カ
の
援
助
に
よ
る
日
本
の
復
興
も
冷
戦

の
影
響
で
あ
っ
た
か
ら
、
や
は
り
世
界
に
お
け
る
国
際
関
係
の
反
映
だ
っ

た
こ
と
、
一
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
う
し
て
み
る
と
、
コ
一
国
の
各
ア
イ
デ
ン

東アジア文化と近代法 (5)

テ
ィ
テ
ィ
法
原
理
の
機
能
と
展
開
を
理
解
す
る
に
は
世
界
情
勢
を
正
確
に

察
知
す
る
洞
察
力
が
前
提
と
し
て
不
可
欠
で
あ
る
。

第
三
の
環
境
は
、
漢
字
文
化
圏
を
「
ア
ジ
ア
H
太
平
洋
圏
」
と
し
て
観

直
す
視
点
が
要
る
こ
と
で
あ
る
。
一
般
に
ア
ジ
ア
を
論
ず
る
場
合
、
最
近

ま
で
は
、
一
括
し
て
に
せ
よ
広
域
圏
に
分
け
て
考
察
す
る
に
せ
よ
あ
る
い

は
中
国
・
イ
ン
ド
・
イ
ス
ラ

l
ム
等
の
文
化
を
中
心
に
す
る
に
せ
よ
、
大

陸
文
化
と
し
て
取
り
扱
い
、
海
洋
文
化
を
も
包
括
し
て
考
察
す
る
こ
と
が

ほ
と
ん
ど
少
な
か
っ
た
。
法
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
一
面
で
は
国
家
法
が

一
定
領
土
の
上
の
国
民
と
主
権
を
根
幹
と
し
他
面
で
は
文
化
の
意
義
が
玲

外
に
お
か
れ
た
た
め
に
、
海
洋
の
要
因
は
考
慮
さ
れ
る
余
地
が
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
海
洋
に
対
す
る
国
家
主
権
が
国
際
法
で
重
大
化
し
法
文
化
が
法

学
の
問
題
と
な
っ
た
現
在
で
は
、
こ
れ
を
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
海
洋
に
よ
る
交
流
を
通
じ
て
、
中
国
の
長
い
沿
岸
地
帯

は
発
展
し
て
内
陸
に
中
華
を
確
立
さ
せ
、
朝
鮮
は
む
し
ろ
倭
冠
倭
乱
と
併

合
等
日
本
か
ら
の
侵
攻
に
よ
り
民
族
史
を
大
き
く
規
定
さ
れ
た
。
日
本
は

(8) 

反
対
に
島
国
の
利
点
を
充
分
に
享
受
し
て
国
を
守
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ

こ
に
は
い
ず
れ
も
海
洋
文
化
が
大
陸
文
化
と
不
可
分
に
関
係
し
て
お
り
、

海
の
も
た
ら
す
恩
恵
と
と
も
に
脅
威
を
充
分
に
理
解
利
用
す
る
こ
と
ひ
い

て
海
山
の
自
然
の
摂
理
に
敬
虞
で
あ
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
て
、
た

と
え
ば
海
南
島
や
沖
縄
島
に
そ
の
こ
と
が
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
。
そ
し
て

そ
れ
は
太
平
洋
文
化
の
一
環
で
あ
る
(
千
葉
一
九
九
一
、
一
九
四
l
五
頁

参
照
)
以
上
、
文
化
圏
と
し
て
は
「
ア
ジ
ア
H
太
平
洋
国
」
を
認
め
ざ
る

を
え
な
い
。
私
が
わ
れ
わ
れ
の
法
文
化
を
そ
れ
と
し
て
考
察
す
る
必
要
性

を
示
唆
す
る
(
千
葉
編
一
九
九
四
、
七
|
八
、
一
六
八
l
七

O
頁
)
の
は
、

こ
の
理
由
に
よ
る
。
現
在
の
と
こ
ろ
こ
れ
に
つ
い
て
具
体
的
に
論
述
す
る

用
意
が
な
い
の
が
残
念
で
あ
る
が
、
同
学
の
識
者
に
検
討
を
訴
え
る
課
題

と
し
て
趣
旨
を
記
し
て
お
く
次
第
で
あ
る
。

韓
国
と
日
本
と
の
法
文
化
比
較

私
は
上
述
に
お
い
て
、
韓
国
と
日
本
に
お
け
る
法
近
代
化
を
囲
む
外
部

環
境
を
検
討
し
、
中
国
と
と
も
に
両
国
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
法
原
理
が

西
洋
文
明
に
対
し
て
接
触
を
始
め
や
が
て
対
決
し
そ
の
結
果
と
し
て
果
た
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料

し
た
法
近
代
化
の
業
を
跡
づ
け
た
。
そ
の
比
較
は
、
傍
点
の
文
章
に
明
示

さ
れ
て
い
る
の
で
こ
こ
に
改
め
て
結
論
す
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
た

だ
、
そ
れ
が
法
制
度
・
法
思
想
で
な
く
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
法
原
理
の
比

較
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
新
し
い
試
み
で
あ
る
の
で
念
の
た
め
の
付

言
を
加
え
て
お
き
た
い
。

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
法
原
理
は
法
思
想
あ
る
い
は
法
文
化
の
最
終
原
理

で
あ
る
か
ら
、
そ
の
比
較
が
有
意
義
で
あ
る
こ
と
は
論
ず
る
ま
で
も
な
い

と
信
ず
る
。
そ
の
比
較
は
制
度
を
比
較
す
る
場
合
と
は
異
な
る
点
が
あ
る

が
、
そ
の
点
の
検
討
は
方
法
論
議
に
な
る
の
で
こ
こ
で
は
立
ち
入
る
余
裕

も
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
相
違
は
本
稿
の
内
容
を
安
田
論
文
と
比
べ
れ
ば

既
に
明
瞭
で
あ
ろ
う
と
も
思
う
。
す
な
わ
ち
、
両
者
と
も
基
本
的
に
は
同

じ
事
実
に
立
脚
し
な
が
ら
、
ア
プ
ロ
ー
チ
が
制
度
を
対
象
と
す
る
実
定
法

学
的
で
あ
る
の
と
文
化
を
対
象
と
す
る
法
人
類
学
的
で
あ
る
の
と
の
対
照

で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
両
方
法
は
法
社
会
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
と
も
に
、

資

あ
い
争
う
べ
き
で
は
な
く
異
な
り
つ
つ
共
同
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
(
千

葉
一
九
九
二

τ、
二
五
六
頁
)

も
う
一
点
言
っ
て
お
き
た
い
の
は
、
朝
鮮
|
韓
国
を
一
貫
す
る
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
法
原
理
と
し
て
前
稿
で
仮
説
さ
れ
た
ハ
ヌ
ニ
ム
性
正
統
主
義

が
、
日
本
の
ア
メ
ー
バ
性
情
況
主
義
と
と
も
に
本
稿
の
論
述
の
か
ぎ
り
で

は
妥
当
性
を
検
証
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
韓
国
だ
け
で
な
く
世

界
の
各
法
文
化
に
つ
い
て
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
法
原
理
の
仮
説
な
い
し
検

証
を
さ
ら
に
進
め
る
こ
と
を
、
共
同
研
究
者
は
勿
論
識
者
に
訴
え
る
こ
と

が
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
も
、
私
は
考
え
て
い
る
。

最
後
に
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
法
原
理
の
概
念
、
と
い
う
よ
り
は
そ
の

性
質
に
つ
い
て
念
の
た
め
に
注
意
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
原

理
は
、
一
個
の
法
文
化
を
構
成
す
る
諸
変
数
が
、
公
式
法
で
あ
れ
非
公
式

法
で
あ
れ
、
法
規
別
で
あ
れ
法
前
提
で
あ
れ
、
ま
た
回
有
法
で
あ
れ
移
植

法
で
あ
れ
、
そ
れ
ら
の
個
々
も
相
互
関
係
も
一
全
体
と
し
て
一
個
の
諸
秩

序
を
形
成
で
き
る
よ
う
に
各
変
数
に
要
請
し
か
っ
こ
れ
を
規
制
す
る
。
し

た
が
っ
て
、
そ
の
規
制
に
服
し
難
い
変
数
が
発
展
す
る
よ
う
な
事
態
が
生

ず
る
と
、
当
該
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
法
原
理
は
そ
の
変
数
に
対
し
て
、
ま

ず
順
応
を
要
求
す
る
の
が
当
然
で
あ
る
。
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
法
原
理
は
、

そ
の
要
求
が
実
現
さ
れ
る
と
き
お
よ
び
実
現
さ
れ
な
い
と
し
て
も
そ
の
変

数
を
排
除
し
て
自
己
の
原
型
を
維
持
で
き
る
と
き
は
、
そ
の
存
在
意
義
を

伝
統
の
ま
ま
に
発
揮
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
反
し
そ
の
規
制
に
服
し

な
い
変
数
を
従
前
の
よ
う
に
包
容
し
て
お
く
な
ら
ば
、
そ
れ
自
体
は
自
己

の
原
型
を
そ
れ
だ
け
変
化
さ
せ
た
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
「
原
理
自
体

の
変
化
ひ
い
て
発
展
あ
る
い
は
衰
退
」
(
千
葉
一
九
九
一
、
一
一
一
一
頁
)

で
あ
る
。
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
法
原
理
の
構
成
変
数
に
た
い
す
る
規
制
力

は
、
こ
の
よ
う
に
絶
対
的
で
は
な
く
む
し
ろ
他
の
諸
原
理
と
の
関
係
に
お
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い
て
相
補
的
で
あ
り
、
か
っ
そ
れ
自
体
情
況
に
応
じ
て
変
化
す
る
こ
と
も

可
能
な
の
で
あ
る
。

東アジア文化と近代法 (5)

変
数
と
原
理
そ
の
も
の
お
よ
び
相
互
間
の
矛
盾
が
大
小
を
間
わ
ず
顕
在

化
す
る
の
は
、
け
っ
し
て
原
理
に
と
っ
て
異
常
な
現
象
で
は
な
く
む
し
ろ

正
常
な
現
象
で
あ
る
。
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
法
原
理
は
変
動
の
や
ま
ぬ
外

部
環
境
の
も
と
に
自
己
を
自
己
ら
し
く
貫
徹
し
よ
う
と
す
る
が
、
他
方
で

外
部
環
境
に
よ
く
適
応
し
て
機
能
を
発
揮
す
る
に
は
、
そ
れ
と
連
動
し
て

内
部
に
生
じ
た
矛
盾
を
適
切
に
処
理
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
自
己
の
反
省

と
再
生
が
必
須
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
場
合
小
矛
盾
な
ら
ば
容
易
に
処
理

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
大
矛
盾
の
中
に
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
法
原
理
自

体
の
存
在
意
義
を
脅
か
す
ほ
ど
の
も
の
も
あ
り
う
る
。
朝
鮮
法
が
韓
国
と

北
朝
鮮
で
、
ま
た
中
国
法
が
台
湾
と
本
土
で
、
と
も
に
資
本
主
義
法
と
社

会
主
義
法
と
に
分
裂
し
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
典
型
例
で
あ
る
。
両
民
族

の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
法
原
理
が
こ
の
難
題
を
ど
う
処
理
し
て
自
己
を
維

持
す
る
か
、
そ
の
自
己
維
持
が
分
裂
の
現
状
の
延
長
で
あ
る
か
、
そ
れ
と

も
こ
れ
を
再
統
合
す
る
こ
と
に
な
る
か
、
そ
れ
が
漢
字
文
化
圏
に
お
け
る

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
法
原
理
の
当
面
最
大
の
問
題
で
あ
る
と
一
吉
っ
て
よ
い

(9) 

で
あ
ろ
う
。

〈
後
記
〉

本
稿
は
、
一
九
九
四
年
一

O
月
に
行
わ
れ
た
合
同
研
究
会
(
ソ
ウ
ル
)

で
発
表
さ
れ
た
原
稿
を
翌
年
五
月
に
補
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
寄
せ
ら
れ

た
参
加
者
の
意
見
に
感
謝
す
る
。
な
お
金
昌
禄
教
授
の
労
に
よ
る
ハ
ン
グ

ル
訳
が
、
す
で
に
可
百
三
宮
も
と
ミ
ト

b
e
S弘
め
円
三
日
目
、
F
H
言
も
と
・
〈
o--KH
・

司

EF--∞
F
E
S
問。「

E
ロ
的
m
n
z
c
ロ
O
ご
〈
戸

E
E
に
発
表
さ
れ
て
い
る
。

註(
1
)
漢
字
文
化
圏
と
そ
れ
に
類
す
る
諸
概
念
は
、
い
ず
れ
も
中
国
を

中
心
と
す
る
考
え
つ
ま
り
大
陸
か
ら
の
発
想
に
基
づ
く
。
し
か
し

中
国
文
化
H
大
陸
文
化
は
、
事
実
と
し
て
海
洋
文
化
と
の
関
連
な

く
し
て
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。
よ
っ
て
問
題
の
広
域
函
を
「
ア
ジ

ア
H
太
平
洋
圏
」
と
し
て
考
察
し
て
み
る
必
要
も
あ
る
と
私
は
考

え
る
の
で
、
こ
れ
に
最
後
で
言
及
す
る
こ
と
に
す
る
。

(
2
)
そ
れ
に
加
え
て
、
儒
教
は
信
者
な
き
宗
教
あ
る
い
は
信
奉
者
な

き
哲
学
で
あ
る
と
一
言
わ
れ
(
河
口

N
E
S
E
S
-
-
ω
)
、
ま
た
中
国
で

は
儒
教
は
表
で
裏
は
道
教
と
も
言
わ
れ
る
(
劉
一
九
八
九
、
六
五
頁
)

事
実
も
あ
る
。
ま
た
こ
の
意
味
で
、
中
国
の
基
礎
的
な
民
俗
宗
教

な
い
し
民
俗
文
化
と
し
て
は
、
道
教
の
意
義
を
よ
り
重
視
す
る
こ

と
が
必
要
だ
と
、
私
は
思
う
。
と
く
に
日
本
の
民
俗
宗
教
な
い
し

民
俗
文
化
が
神
社
祭
柁
慣
行
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
こ
と
(
千
葉

一
九
七

O
参
照
)
を
思
う
と
、
一
層
で
あ
る
。
今
後
の
課
題
と
し

北法47(5・443)1647



料

た
い
。

(
3
)
儒
教
な
い
し
中
国
文
化
が
周
辺
の
諸
国
諸
民
族
に
い
か
に
伝
播

し
た
か
は
、
勿
論
わ
れ
わ
れ
の
重
要
な
主
題
の
一
で
あ
る
。
し
か

し
警
戒
す
べ
き
は
、
そ
の
視
点
が
諸
国
諸
民
族
を
客
体
祝
し
て
し

ま
い
、
か
れ
ら
自
身
が
そ
の
歴
史
の
中
で
こ
れ
に
対
応
し
採
否
を

ど
う
決
断
す
べ
き
か
苦
慮
と
困
難
を
重
ね
た
主
体
的
過
程
が
軽
視

さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
万
里
の
長
城
は
、
わ
れ
わ
れ
は

北
方
騎
馬
民
族
を
防
ぐ
た
め
だ
っ
た
と
い
う
中
国
の
説
明
を
疑
わ

な
い
が
、
モ
ン
ゴ
ル
か
ら
言
え
ば
「
中
国
か
ら
の
侵
略
の
あ
か
し
」

だ
と
い
う
し
(
鰹
淵
一
九
九
二
、
一
一
一
一
頁
)
、
チ
ベ
ッ
ト
に
も
清
法

が
施
行
さ
れ
た
が
そ
れ
に
も
固
有
法
が
多
分
に
採
用
さ
れ
て
い
た

(
ペ
ロ
ピ

E
E
)
事
実
も
あ
る
。
「
中
国
法
と
蒙
古
法
と
は
両
者

対
抗
の
聞
に
相
互
に
変
化
」
し
た
こ
と
(
仁
井
田
一
九
八

O
、
三

一
O
頁
)
を
見
逃
さ
ぬ
よ
う
、
問
題
を
各
国
各
民
族
の
主
体
的
立

場
か
ら
理
解
し
た
い
と
、
私
は
願
っ
て
い
る
。

(
4
)
北
朝
鮮
を
こ
の
よ
う
に
扱
う
こ
と
を
私
も
認
め
る
が
、
私
の
理

由
は
台
湾
・
ベ
ト
ナ
ム
と
と
も
に
「
結
び
」
で
述
べ
る
。

(
5
)
東
洋
学

(
O
ユ
g
E
ω
E
E
g
)
の
名
も
、
同
じ
偏
向
の
理
由
で

世
界
の
専
門
家
に
よ
り
一
九
七
三
年
に
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
学
と

改
称
さ
れ
た
(
ヴ
ア
ン
デ
ル
メ

l
ル
シ
ュ
一
九
八
七
、

l
)
。

(
6
)
時
間
な
い
し
暦
の
制
度
す
な
わ
ち
暦
制
(
ま
た
は
暦
法
)
に
つ

い
て
は
、
現
代
法
学
は
関
心
を
示
す
こ
と
が
全
く
な
い
。
こ
れ
は
、

現
在
太
陽
暦
の
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
が
各
国
で
採
用
さ
れ
世
界
の
普
遍

資

暦
と
し
て
確
立
し
て
お
り
、
世
界
に
普
及
し
て
い
る
公
式
法
も
こ

れ
を
前
提
と
し
て
制
度
を
維
持
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し

実
は
、
そ
れ
と
は
異
な
っ
た
諸
種
の
暦
制
が
世
界
の
至
る
所
で
行

わ
れ
て
い
る
。
イ
ス
ラ

l
ム
暦
や
ユ
ダ
ヤ
暦
は
じ
め
各
種
の
キ
リ

ス
ト
教
の
教
会
暦
も
現
に
公
式
法
に
よ
り
制
定
な
い
し
承
認
さ
れ

て
信
徒
間
に
広
く
通
用
し
て
お
り
、
仏
教
圏
の
仏
暦
、
韓
国
の
檀
紀
、

日
本
の
皇
紀
は
長
く
固
有
の
公
式
暦
と
し
て
使
用
さ
れ
て
お
り
戦

後
公
式
に
は
廃
止
さ
れ
た
が
な
お
慣
行
と
し
て
は
一
部
で
用
い
ら

れ
る
こ
と
が
あ
る
。
非
公
式
に
は
、
世
界
の
ど
の
民
族
で
も
民
衆

の
生
活
に
多
く
の
民
間
暦
が
行
わ
れ
て
い
る
。

全
体
社
会
が
未
成
熟
で
あ
る
内
は
下
位
社
会
ご
と
に
異
な
る
暦

制
が
併
存
し
て
い
て
も
よ
い
が
、
そ
の
統
一
が
要
求
さ
れ
る
と
、

そ
れ
を
意
図
す
る
権
力
者
は
権
力
の
前
提
条
件
と
し
て
暦
制
の
統

一
と
管
理
を
独
占
し
よ
う
と
す
る
。
古
代
よ
り
近
世
に
至
る
世
界

の
権
力
者
は
政
治
界
で
も
宗
教
界
で
も
す
べ
て
そ
の
こ
と
に
腐
心

し
た
。
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
も
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
権
威
を
維
持
す

る
た
め
に
そ
れ
ま
で
の
ユ
リ
ウ
ス
暦
の
不
備
を
修
正
す
る
新
暦
と

し
て
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
、
教
皇
グ
レ
ゴ
リ
オ
二
二
世
は
、
一
五

八
二
年
全
教
徒
に
こ
れ
を
採
用
す
る
よ
う
に
命
令
し
、
否
定
す
る

宗
教
改
革
者
に
は
破
門
を
も
っ
て
臨
ん
だ
。
当
然
、
カ
ト
リ
ッ
ク

諸
国
は
た
だ
ち
に
こ
れ
に
応
じ
た
が
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
諸
国
の

採
用
は
一
八
世
紀
と
遅
れ
、
さ
ら
に
異
教
国
の
多
く
は
二

O
世
紀

に
ず
れ
こ
ん
だ
。
し
た
が
っ
て
一
八
七
二
年
に
こ
れ
を
採
用
し
た

北法47(5・444)1648
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日
本
は
異
教
徒
国
と
し
て
は
早
い
方
で
あ
っ
た
(
千
葉
一
九
九
三

a
、

四
O
頁
)

0

本
来
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
暦
で
あ
る
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
に
対
し
、

異
教
徒
が
そ
の
特
殊
性
に
対
し
て
反
発
し
た
の
は
当
然
で
、
世
界

が
こ
れ
を
抽
象
化
し
て
無
色
の
普
遍
暦
と
し
て
移
植
す
る
の
に
一
二

世
紀
半
の
歳
月
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
期
間
こ
そ
世
界

に
お
け
る
近
代
化
の
時
期
で
あ
り
、
暦
法
は
近
代
化
と
グ
レ
ゴ
リ

オ
暦
の
世
界
的
普
遍
化
を
代
表
す
る
重
要
な
一
文
化
で
あ
っ
た
。

こ
れ
が
、
本
報
告
で
暦
法
を
重
視
す
る
理
由
で
あ
る
。

(
7
)
こ
の
こ
ろ
、
中
国
法
の
影
響
(
あ
る
い
は
圧
力
)
に
よ
り
、
日

本
(
聖
徳
太
子
の
冠
位
十
二
階
と
憲
法
十
七
条
)
、
チ
ベ
ッ
ト

(
∞
言
明
門
的
自
の
由
自
宮
王
の
∞

E
2ロ
〉
『
立
円

E
C
{
E芝
、
朝
鮮
(
箕

子
の
制
定
と
言
わ
れ
る
八
条
法
禁
の
類
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
崖
鏡

庫
教
授
の
教
示
を
得
た
)
で
、
と
も
に
基
本
法
が
制
定
さ
れ
た
と

類
推
す
る
見
解
が
あ
る

2
0
C
M
ヌ
X
E
ω
品
に
よ
る
)
。
調
査

し
て
確
認
す
べ
き
問
題
で
あ
る
。

(
8
)
日
本
の
歴
史
に
は
、
領
土
と
国
民
が
外
国
の
武
力
に
よ
っ
て
侵

略
さ
れ
る
危
機
が
三
回
あ
っ
た
。
最
初
は
元
の
フ
ピ
ラ
イ
に
よ
る

二
度
の
侵
攻
(
一
二
七
四
、
一
一
一
八
二
で
、
結
局
は
神
風
と
言

わ
れ
る
大
風
に
よ
り
救
わ
れ
た
。
つ
ぎ
が
一
八
五
四
年
ペ
リ

1
の

来
航
と
要
求
で
、
日
本
も
こ
れ
を
受
け
入
れ
た
の
で
難
を
避
け
た

が
ア
メ
リ
カ
側
も
武
力
侵
攻
の
意
図
ま
で
は
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。

最
後
が
第
二
次
大
戦
で
、
事
実
上
ア
メ
リ
カ
軍
に
よ
る
空
爆
と
占

領
で
初
め
て
外
国
武
力
に
屈
し
た
。

外
国
が
日
本
を
攻
撃
す
る
意
図
が
あ
れ
ば
征
服
で
き
る
こ
と
は

右
の
最
近
の
例
で
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
に
例
が
な
く
て

す
ん
だ
理
由
に
は
、
日
本
が
島
国
の
小
国
で
大
資
源
を
持
つ
わ
け

で
も
な
い
こ
と
、
統
一
政
権
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
、
隣
接
す
る

大
国
す
な
わ
ち
実
際
に
は
中
国
も
武
力
征
服
の
意
図
を
ほ
と
ん
ど

持
た
な
か
っ
た
(
唯
一
の
例
外
の
元
も
結
局
断
念
せ
ざ
る
を
え
な

か
っ
た
)
こ
と
に
よ
る
と
、
私
は
思
う
。
小
国
が
隣
接
す
る
大
国

の
圧
力
を
受
け
る
例
は
、
イ
ン
ド
に
依
存
し
た
ス
リ
ラ
ン
カ
と
、

中
国
と
日
本
か
ら
度
々
侵
攻
を
、
つ
け
た
朝
鮮
に
見
ら
れ
る
。

(
9
)
将
来
を
推
測
す
る
こ
と
は
控
え
る
が
、
中
国
で
も
現
代
化
以
後

儒
教
が
再
認
識
さ
れ
、
北
朝
鮮
で
は
檀
君
陵
が
故
金
臼
成
主
席
の

指
導
で
壮
大
に
完
成
さ
れ
た
(
一
九
九
四
・
一

0
・
一
二
朝
日
新

聞
)
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
天
道
性
多
元
主
義
も
ハ
ヌ
一
一
ム
性
正
統

主
義
も
分
裂
国
家
に
跨
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
潜
勢
力
を
維
持
し
て
い
る

事
実
が
知
ら
れ
る
。

参
照
文
献

叶
ア
ジ
ア
の
社
会
主
義
法
』
。
社
会
主
義
法
研
究
年
報
3
(
京
都
一
法
律

文
化
社
、
一
九
八
九
)

鮎
京
正
訓
一
九
八
九
。
「
ベ
ト
ナ
ム
法
」
、
『
ア
ジ
ア
の
社
会
主
義
法
』

所
収

(
U
F
D
f
(
U
F
O
口
開
r
c
H
m
W
C
H
目・ト
p
g
言問。苛尚早ヨ

ω巾C
E
一
一
寸
『
巾
〉
ロ
片
E
C
『
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料

H
U
C
H
F
E
F巾
四
曲
目
司

F
H
-
o目
。
司
『
可
白
口
早
吋
，

F
巾
O
『
〕
『
戸
口
}
ハ

O
『
巾
国
一
〉

∞
匡
コ
ミ
¥
噂
『
法
学
』

ωN(ω

・
品
)

有
忠
翻
訳
監
修
一
九
九
三
o

『
中
華
民
国
六
法
全
書
』
(
東
京
一

日
本
評
論
社
)

千
葉
正
士
一
九
七
0
0
『
祭
り
の
法
社
会
学
』
(
東
京
一
弘
文
堂
)

l
i
l
l
-
九
九
一
。
『
法
文
化
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
』
(
東
京
一
成
文
堂
)

l
i
l
i
-
-
九
九
三

a
。
「
わ
が
国
現
行
時
間
制
度
の
法
律
的
起
源

ー
ー
法
と
時
間
2
」
、
『
東
海
法
学
』

(
9
)

;
1
1
1
1

一
九
九
三
b
。
「
非
西
欧
法
理
論
研
究
の
現
在
的
意
義
」
、

『
北
大
法
学
論
集
』
四
四

(
4
)

1
9
1
1
1

一
九
九
三
C
O

寸
現
代
ア
ジ
ア
法
研
究
の
課
題
」
、
東
海
大
学

社
会
科
学
研
究
所
『
行
動
科
学
研
究
』
(
叫
)

I
l
l
l

一
九
九
五
。
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
法
原
理
の
探
求

l
!
と

く
に
韓
国
と
日
本
の
比
較
の
た
め
に
」
、
『
北
大
法
学
論
集
』

四
六

(
1
)

1

1

1

1
編
一
九
九
四
。
『
ア
ジ
ア
法
の
環
境
』
(
東
京
一
成
文
堂
)

旗
回
窺
一
九
五
一
。
『
朝
鮮
史
』
岩
波
全
書

5
品
(
東
京
一
岩
波
書
庖
)

井
上
秀
雄
一
九
八
五
。
「
律
令
格
式

|
l
朝
鮮
」
、
『
大
百
科
事
典
』
(
東

京
一
一
平
凡
社
)
一
五
巻
所
収

『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
一
九
九
二
。
九
九
九
号
、
特
集
一
台
湾
法
と
日
本
法

貝
塚
茂
樹
一
九
七

O
。
『
中
国
の
歴
史
』
下
、
岩
波
新
書
(
東
京
一
岩

波
書
庖
)

在
彦
一
九
九
四
。
『
西
洋
と
朝
鮮
ー
ー
そ
の
異
文
化
格
闘
の
歴
史
』

資

張美

(
文
芸
春
秋
)

穣
一
九
八
七
o
『
ベ
ト
ナ
ム
前
近
代
法
の
基
礎
的
研
究

1
l
n国

朝
刑
律
u

と
そ
の
周
辺
』
(
東
京
一
風
間
書
房
)

衛
東
一
九
九
四
。
「
法
社
会
学
未
開
拓
の
奥
地

l
l
中
国
渋
の
多

一
冗
的
経
験
L

、
千
葉
編
一
九
九
四
所
収

}
内
回
目
・

(
U
F
5
5
∞N
M

U
』
内
町
内
ぬ
弘
司
忌
H

喜
朗
室
、
占
的
札

S
E
-
-
ピ三巾門

OPE-0・a

目
り
『
巾
{
同
回

.
-
N
O片
『
目
白
ロ

鯉
淵
信
一
一
九
九
二
。
「
騎
馬
民
俗
の
心

l
i
モ
ン
ゴ
ル
の
草
原
か
ら
』

Z
宮
内
ブ
ッ
ク
ス
(
東
京
一
日
本
放
送
協
会
)

窪
徳
忠
一
九
八
七
。
『
道
教
の
世
界
』
(
東
京
一
学
生
社
)

本
ナ
進
照
一
九
九
五
。
『
日
本
文
化
と
朝
鮮
』
新
版
、
之
国
間
ブ
ッ
ク
ス

(
東
京
一
日
本
放
送
協
会
)

増
田
福
太
郎
一
九
六
四
。
『
未
開
社
会
に
お
け
る
法
と
秩
序
』
(
東
京
一

三
和
書
一
房
)

宮
崎
市
定
一
九
八
五
。
「
中
国
法
」
、
『
大
百
科
事
典
』
(
東
京
一
平
凡
社
)

九
巻
所
収

溝
口
雄
三
他
編
一
九
九
二
o

『
漢
字
文
化
圏
の
歴
史
と
未
来
』
(
東
京

一
大
修
館
)

中
西
亮
一
九
九
四
。
『
文
字
に
魅
せ
ら
れ
て
』
(
京
都
一
同
朋
社
出
版
)

仁

井

田

陸

一

九

八

O
。
『
補
訂
中
国
法
制
史
研
究
刑
法
』
(
東
京
一

東
京
大
学
出
版
会
)

日
韓
比
較
法
文
化
研
究
会
一
九
九
三
。
「
東
ア
ジ
ア
文
化
と
近
代
法

1
1
3
日
本
と
韓
国
の
比
較
研
究
を
通
じ
て
」
一
、
『
北
大
法
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東アジア文化と近代法 (5) 

学
論
集
』
四
四

(
2
)

憲
昭
一
九
八
九
。
「
朝
鮮
社
会
主
義
」
、
『
ア
ジ
ア
の
社
会
主
義
法
』

所
収

1

一
九
九
五
。
『
法
律
か
ら
見
た
北
朝
鮮
の
社
会
』
(
東
京
一
明

石
書
底
)

河
口
N

ヨ
B
・

C
-
Z
2・
E
戸
市
w
m
w
H
M
づ
芝
拘
白
同
町
、

CHES
均
四

h
§
H
-
nミ
ミ

H
5喜

同
町
内

3
F
固
定
言
礼
宮
ミ
ミ
2
s
h
t
e宮
町
民
芸
-
日
ν
コ
ロ
円
巾
門

O
R
P
5
2

gロ
と
口
同
〈
巾
「
∞
存
可
可
『
町
印
日

劉
得
寛
一
九
八
九
。
「
中
国
の
伝
統
的
思
想
と
現
代
に
お
け
る
法
の

発
展
」
、
『
東
海
法
学
』

(
3
)

鈴
木
敬
夫
一
九
八
九
。
『
朝
鮮
植
民
地
統
治
法
の
研
究
1

1

治
安
法
下

の
皇
民
化
教
育
』
(
札
幌
一
北
海
道
大
学
図
書
刊
行
会
)
。
韓

国
版
は
、
民
族
文
化
研
究
叢
書
四

O
、
高
大
民
族
文
化
研
究

所
出
版
部
、
一
九
八
九

内
田
正
男
一
九
八
六
。
『
暦
と
時
の
辞
典
』
(
東
京
一
雄
山
閣
)

ヴ
ア
ン
デ
ル
メ

l
ル
シ
ュ
、
レ
オ
ン
一
九
八
七
o

『
ア
ジ
ア
文
化
圏
の

時
代
』
福
鎌
忠
恕
訳
(
東
京
一
大
修
館
)

照

一

九

九

O
。
『
資
料
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
』
(
東
京

一
同
書
刊
行
会
)

一
九
九
五
。
「
現
代
韓
国
人
の
法
意
識
に
関
す
る
一
考
察
」
、

『
北
大
法
学
論
集
』
四
六

(1)

一
九
八
七
。
『
ア
ジ
ア
の
法
と
社
会
』
(
東
京
一
三
省
堂
)

一
九
九
四
。
「
東
ア
ジ
ア
の
法
圏
の
生
成
と
発
展
」
、
石
部
雅

大
内

若
林

梁

承
斗

安
田
信
之

亮
他
編
『
法
の
国
際
化
へ
の
道

l
l
日
独
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
』

(
東
京
一
信
山
社
)
所
収
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〉
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(
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日
也
、
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』
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h
白
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、
同
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-
Y
M
t
s
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r
s
q
白
書
目
、
さ
え
柏
町
内
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E
H
之
主
的
円
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〈
C
F
N
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t
1
0
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